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4 2026（令和8年）

国　税／�3月分源泉所得税の納付� 4月10日
国　税／�2月決算法人の確定申告（法人税・消費税等）

� 4月30日
国　税／�8月決算法人の中間申告� 4月30日
国　税／�5月、8月、11月決算法人の消費税等の�

中間申告（年3回の場合）� 4月30日
地方税／�給与支払報告に係る給与所得者異動届の提出

� 4月15日
地方税／�固定資産税（都市計画税）第1期分の納付
� 市町村の条例で定める日（原則4月中）
地方税／�土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧�

� 4月1日〜4月20日�
�または最初の納期限のいずれか遅い日以後の日まで

地方税／�軽自動車税の納付�
� 市区町村の条例で定める日（原則4月中）

労　務／�労働者死傷病報告（休業4日未満：1月〜3月分）�
� 4月30日

　デジタル庁が提供する政府共通の業務実施
環境。国税当局では昨年より金沢・福岡国税
局で導入が始まり、今年6月までに全国の国
税局へ順次展開される予定です。税務署等職
員との連絡に、GSSにより提供されるメール、
Web会議、オンラインストレージなどの各ツー
ルが、必要に応じて利用可能となります。

ワンポイント GSS（ガバメントソリューションサービス）

4 月 の 税 務 と 労 務4月 （卯月）APRIL

29日・昭和の日
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4 月号─2

　

３
月
決
算
の
法
人
は
、
申
告
期
限

の
延
長
申
請
を
し
て
い
な
い
限
り
、

５
月
31
日
（
本
年
は
31
日
が
日
曜
日

で
あ
る
た
め
、
６
月
１
日
）
に
申
告

期
限
を
迎
え
ま
す
。
決
算
前
の
節
税

対
策
と
し
て
、
必
要
な
修
繕
を
行
っ

た
り
、
不
要
な
在
庫
を
処
分
さ
れ
た

り
と
、
節
税
に
い
そ
し
ま
れ
た
経
営

者
も
少
な
く
な
か
っ
た
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。

　

一
方
で
、
決
算
日
後
か
ら
申
告
期

限
ま
で
に
判
断
を
し
な
け
れ
ば
な
ら

い
節
税
対
策
も
あ
り
ま
す
。「
30
％

の
特
別
償
却
」
で
お
な
じ
み
の
「
中

小
企
業
投
資
促
進
税
制
」
も
そ
の
一

つ
で
す
。

１　

中
小
企
業
投
資
促
進
税
制

　

の
概
要

　

中
小
企
業
投
資
促
進
税
制
は
、
一

定
の
資
本
金
１
億
円
以
下
の
法
人
が

令
和
９
年
３
月
31
日
ま
で
に
、
新
品

の
機
械
装
置
な
ど
の
取
得
等
を
し

て
、
製
造
業
、
建
設
業
な
ど
の
指
定

事
業
の
用
に
供
し
た
場
合
に
、
特
別

償
却
ま
た
は
税
額
控
除
を
認
め
る
も

の
で
す
。�

特
別
償
却
…
取
得
価
額（
※
）の
30
％

税
額
控
除
…
取
得
価
額
の
７
％

※　

船
舶
は
取
得
価
額
の
75
％
が
対
象

と
な
り
ま
す
。
以
下
同
じ
。

　

適
用
対
象
資
産
は
、
左
表
の
と
お

り
で
す
。

２　

特
別
償
却
と
税
額
控
除
の
違
い

　
「
特
別
償
却
」
は
、
通
常
の
償
却

限
度
額
に
加
え
、
取
得
価
額
の
30
％

の
特
別
償
却
を
認
め
る
も
の
で
す
。

但
し
、
耐
用
年
数
期
間
中
に
取
得
し

た
資
産
の
取
得
価
額
を
超
え
て
償
却

を
認
め
る
も
の
で
は
な
く
、
耐
用
年

数
期
間
を
通
し
た
償
却
限
度
額
は
、

特
別
償
却
が
認
め
ら
れ
た
場
合
と
認

め
ら
れ
な
い
場
合
で
変
わ
り
ま
せ
ん
。

あ
く
ま
で
、
将
来
の
減
価
償
却
限
度

額
を
先
取
り
す
る
に
過
ぎ
ず
、
課
税

の
繰
り
延
べ
に
過
ぎ
な
い
の
で
す
。

　

一
方
で
、「
税
額
控
除
」
は
、
納

付
す
べ
き
法
人
税
額
か
ら
、
直
接
的

に
取
得
価
額
の
７
％
を
差
し
引
く
こ

と
が
で
き
ま
す
。
初
年
度
の
税
額
に

与
え
る
イ
ン
パ
ク
ト
は
、
特
別
償
却

よ
り
小
さ
い
で
す
が
、
差
し
引
か
れ

た
税
額
は
将
来
納
付
す
る
必
要
が
生

じ
な
い
こ
と
か
ら
、
課
税
の
繰
り
延

べ
と
は
性
質
が
異
な
り
ま
す
。

３　

税
額
控
除
が
認
め
ら
れ
る
法
人

と
税
額
控
除
の
選
択
が
適
し
た
法

人
と
は
？

　

税
額
控
除
が
認
め
ら
れ
る
法
人

選
ん
で
い
ま
す
か
？

選
ん
で
い
ま
す
か
？

　
設
備
投
資
時
の

　
設
備
投
資
時
の

　
　
　
　

特特・・
別別・・
償償・・
却却・・
とと
税税・・
額額・・
控控・・
除除・・

　

中
小
企
業
に
と
っ
て
、
節
税
対
策
は
毎
年
の
重
要
テ
ー
マ
で
す
。

　

中
小
企
業
に
と
っ
て
、
節
税
対
策
は
毎
年
の
重
要
テ
ー
マ
で
す
。

　

節
税
で
は
、
決
算
前
に
行
う
対
策
だ
け
で
な
く
、
決
算
日
後
か
ら
申
告

　

節
税
で
は
、
決
算
前
に
行
う
対
策
だ
け
で
な
く
、
決
算
日
後
か
ら
申
告

期
限
ま
で
に
判
断
が
必
要
と
な
る
制
度
も
あ
り
、
そ
の
代
表
例
が
「
中
小
企

期
限
ま
で
に
判
断
が
必
要
と
な
る
制
度
も
あ
り
、
そ
の
代
表
例
が
「
中
小
企

業
投
資
促
進
税
制
」
で
す
。
特
別
償
却
と
税
額
控
除
の
ど
ち
ら
を
選
択
し
た

業
投
資
促
進
税
制
」
で
す
。
特
別
償
却
と
税
額
控
除
の
ど
ち
ら
を
選
択
し
た

ら
よ
い
か
、
そ
の
判
断
の
ポ
イ
ン
ト
に
つ
い
て
解
説
し
ま
す
。

ら
よ
い
か
、
そ
の
判
断
の
ポ
イ
ン
ト
に
つ
い
て
解
説
し
ま
す
。

適用対象資産の概要

種　類 単価の要件 備　考
機械/装置 160万円以上 コインランドリー業用は制限あり

測定工具/検査工具
（特定のもの） 120万円以上 同一年度に単価30万円以上のものを

合計120万円以上取得も可
ソフトウェア
（除外品あり） 70万円以上 同一年度に合計70万円以上取得も可

車両及び運搬具
（貨物運送用の一定のもの） 要件なし 車両総重量3.5トン以上

船舶
（特定のもの） 要件なし トン数によって制限あり



3─4月号

は
、
前
述
の
適
用
対
象
法
人
の
要
件

の
他
、
資
本
金
の
額
が
３
０
０
０
万

円
以
下
で
あ
る
必
要
が
あ
り
、
ま
た

税
額
控
除
は
法
人
税
額
の
20
％
が
上

限
で
す
の
で
注
意
が
必
要
で
す
。

　

ま
た
、
特
別
償
却
と
税
額
控
除
の

ど
ち
ら
が
有
利
か
に
つ
い
て
は
、
各

法
人
の
状
況
に
よ
っ
て
も
判
断
が
変

わ
り
ま
す
が
、
一
般
的
に
、
毎
期
継

続
し
て
利
益
が
生
じ
る
見
込
み
で
、

資
金
繰
り
に
余
裕
が
あ
れ
ば
税
額
控

除
が
適
し
て
お
り
、
設
備
投
資
し
た

初
年
度
の
納
税
額
を
大
き
く
圧
縮
し

た
い
場
合
に
は
特
別
償
却
が
適
し
て

い
る
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

　

下
記
の
適
用
イ
メ
ー
ジ
を
ご
覧
に

な
り
な
が
ら
、
自
社
に
適
し
た
制
度

を
ご
選
択
く
だ
さ
い
。

４　

類
似
制
度
に
つ
い
て

　

中
小
企
業
投
資
促
進
税
制
に
類
似

す
る
制
度
と
し
て
、
一
定
要
件
の
も

と
、
即
時
償
却
、
ま
た
は
最
大
10
％

の
税
額
控
除
を
認
め
る
「
中
小
企
業

経
営
強
化
税
制
」が
あ
り
ま
す
。

　

償
却
額
及
び
税
額
控
除
の
率
こ
そ

異
な
り
ま
す
が
、
ど
ち
ら
を
選
択
す

る
か
の
判
断
の
ポ
イ
ン
ト
に
差
異
は

あ
り
ま
せ
ん
。

特別償却と税額控除の適用イメージ

《設例》　機械装置1,000万円　定額法5年償却（毎期200万円）
　　　　上記資産の償却前の利益が毎期1,500万円発生

①特別償却・税額控除いずれも不適用� （単位：万円）

１期目 ２期目 ３期目 ４期目 ５期目 １～５期合計

償却前利益 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 7,500

減価償却 △200 △200 △200 △200 △200 △1,000

税引前利益 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 6,500

法人税（35％） △455 △455 △455 △455 △455 △2,275

税引後利益 845 845 845 845 845 4,225

②特別償却を適用� （単位：万円）

１期目 ２期目 ３期目 ４期目 ５期目 １～５期合計

償却前利益 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 7,500

減価償却 △200 △200 △200 △100 0 △700

特別償却（30％） △300 △300

税引前利益 1,000 1,300 1,300 1,400 1,500 6,500

法人税（35％） △350 △455 △455 △490 △525 △2,275

税引後利益 650 845 845 910 975 4,225

③税額控除を適用� （単位：万円）

１期目 ２期目 ３期目 ４期目 ５期目 １～５期合計

償却前利益 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 7,500

減価償却 △200 △200 △200 △200 △200 △1,000

税引前利益 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 6,500

法人税（35％） △455 △455 △455 △455 △455 △2,275

税額控除（7％） 70 70

税引後利益 915 845 845 845 845 4,295

税引前利益は
償却期間を通
して考えると、
どのパターン
も同じになり
ます。

特別償却を適用した場合、他の
パターンに比べ、1期目の納税額
を大きく抑えることができます。

税額控除を適用した場合、他の
パターンに比べ、通期での税引
後利益を最も多く確保可能です。



4 月号─4

　個人事業の工場や販売店は、事業主の家
族や近隣の知り合いといった、家族的色彩
の中で営まれていることが多くあります。
　しかし、企業が順調に成長してくると、
3人、4人と縁故のない従業員の力も必要
になり、職業安定所等で求人を行うように
なります。
　募集をかけると応募が来ますが、その応
募者は、おおよそ次の4つのタイプに分け
られそうです。
①　将来は自分も独立する、その準備とし
て小規模事業会社に入る人

②　技能は優れているが性格や動機等に問
題があり、転職してくる人

③　性格や素行は問題がないものの、能力
が低いので大企業・中堅企業には採用さ
れない人

④　能力・性格ともに優れているのに、学
歴が低いため大企業では低く見られ、そ

の不満から転職してくる人
　小規模企業が、これら4つのタイプの応
募者から選ぶことになると、会社に好まし
いのは④→③→②→①の順になるのではな
いかと考えます。
　少し、補足説明をします。
　④のタイプは、企業が大きく成長し続け
ないと定着するのは難しい。
　③のタイプは、企業規模はある程度の規
模で良く、社長自身の生活を中心に経営し
たいという場合には向く。
　②のタイプは、社長が器の大きな人であ
る場合は使っていけるかも知れません。
　①のタイプは、自社の伸び具合で④のタ
イプへ変わるかもしれません。
　人材募集では、なかなか経営者の望むよ
うな人材が来ないかもしれません。しかし、
肝心なことは「この会社で働きたい」と思っ
てくれる人を受け入れるための企業の努力
です。そうした努力が、結果として人材確
保の成功につながると考えたいものです。

小規模企業の求人

　中小企業では、ネームバリューがない分、
せめて長く働いている従業員には課長・部
長といった立派な肩書をつけてあげたい、
というケースがあります。
　しかし、この方針を推し進めていくと、
組織やその運営が間違った方向へ進む可能
性があります。
　中小企業が発展するためにはイノベーショ
ンが不可欠です。イノベーションの源であ
る創造性は、世間の常識や判断、あるいは
価値観に追随する姿勢とは正反対のもので
あり、反骨精神といえるものでしょう。
　中小企業が大企業に比べて、ほとんど唯
一といってよい有利な点は、「規模が小さ
いがゆえの機動性」です。組織のあり方や
運営の方法は、この機動性を左右します。
　従って、中小企業は大企業の組織構造や
運営方法をそのまま見習うべきではありま
せん。むしろ大企業でも、優れた企業ほど
形式的な肩書や硬直した組織に依存してい
ないものです。

中小企業の組織・運営　
サ
ン
ク
コ
ス
ト
と
は
「
回
収
で
き

な
い
投
資
費
用
」
で
あ
り
、
サ
ン
ク

コ
ス
ト
・
バ
イ
ア
ス
と
は
「
回
収
で

き
な
い
投
資
費
用
は
合
理
的
判
断
で

は
忘
れ
る
べ
き
だ
が
、
人
は
こ
れ
を

忘
れ
ら
れ
な
い
た
め
、
回
収
す
る
努

力
を
続
け
て
し
ま
う
」こ
と
で
す
。

　
こ
の
傾
向
は
B
t
o
B
取
引
に

よ
く
見
ら
れ
ま
す
。営
業
担
当
者
は
、

何
度
訪
問
し
て
も
購
入
し
て
も
ら
え

な
い
相
手
の
「
見
切
り
」
が
で
き
ず

営
業
努
力
を
重
ね
て
し
ま
い
ま
す
。

　
あ
る
ベ
テ
ラ
ン
営
業
者
は
、
こ
の

よ
う
な
場
合
は
別
の
見
込
み
客
に
そ

の
時
間
を
振
り
向
け
る
と
、
成
績
が

4
割
は
改
善
で
き
る
と
話
し
ま
す
。

さ
ら
に
サ
ン
ク
コ
ス
ト
・
バ
イ
ア
ス

下
で
は
、
営
業
担
当
者
は
成
約
に
こ

だ
わ
る
あ
ま
り
過
剰
な
値
引
き
を
し

て
し
ま
う
場
合
が
多
く
な
り
ま
す
。

　
企
業
は
、
営
業
担
当
者
の
活
動
を

正
し
く
報
告
さ
せ
、
取
引
ご
と
に
見

積
価
格
や
条
件
を
適
切
に
設
定
で
き

る
体
制
を
整
え
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

サ
ン
ク
コ
ス
ト


